
※５割減の場合

群 馬 県

特 別 栽 培
農 産 物

栽培期間中の節減対象農薬使用成分回数と化学肥料量（窒素成分量）を、
群馬県の慣行レベルの５割以下に削減して栽培された、群馬県による認証を
受けた農産物です。
認証を受けた農産物には「群馬県特別栽培農産物」の表示とマーク（認証票）
を使用して販売することができます。

化学肥料
（窒素成分）

節減対象農薬

作目 作物

野菜

キュウリ、トマト、ミニトマト、ナス、エダマメ、イチゴ、トウモロコシ、キャベツ、
ハクサイ、レタス、非結球レタス、ホウレンソウ、コマツナ、チンゲンサイ、ネギ、
下仁田ネギ、タマネギ、ブロッコリー、ニラ、ウド、アスパラガス、ミョウガ、フキ、
ダイコン、ゴボウ、ニンジン、ジャガイモ、サツマイモ

果樹 ウメ、キウイフルーツ、プラム、ブルーベリー

普通作物 水稲、ソバ、大豆、小麦、二条大麦、六条大麦

工芸作物 コンニャク

群馬県特別栽培農産物とは？

栽培期間中
（生産過程等）

前作収穫終了後からのほ場管理～収穫・調製終了まで。
栽培開始は、ほ場管理又は播種のどちらか早い方となる。

節減対象農薬
化学合成農薬から、有機JAS適合農薬を除いたもの。
群馬県の制度の場合は、県が別途定める農薬も除く。

慣行レベル
群馬県が定めた慣行的な節減対象農薬使用成分回数と
化学肥料量（窒素成分量）

５割以下５割以下

認証対象農産物

以下の農産物が認証対象です。
それぞれの作型や慣行レベルの数値は、県HPをご参照ください。

群馬県農産物生産における慣行レベル
https://www.pref.gunma.jp/page/9264.html

https://www.pref.gunma.jp/page/9264.html


認証を受けるには？

①生産登録申請を行います。
・原則栽培開始の２か月前の末日まで（果樹は１月中）
・栽培計画書、ほ場位置図を添付

生産登録通知
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②生産登録通知を受理したら、ほ場に看板を設置します。
③栽培期間中、栽培管理記録簿を記入します。

⓪事前に確認機関に合意を得ます。

④栽培管理記録簿の写しを提出します。

最初の出荷前 認証

認証・出荷許可（現地調査）

⑥出荷・販売記録簿の写しを提出します。

出荷終了後 実績報告
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栽培開始前 生産登録

・認証に関する事務は、群馬県の認定を受けた確認機関を通じて行います。
・まずは生産登録を受け、農産物の最初の出荷前に栽培管理記録簿の写しを提出します。
確認機関による確認を受けてから認証され、群馬県特別栽培農産物として出荷できます。
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⑤出荷期間中、出荷・販売記録簿を記入します。

節減対象農薬の使用状況

使用資材名 用途 使用回数

○○○○○
□□□□□
△△△△△

殺菌
殺虫
除草

１回
２回
１回

農林水産省新ガイドラインにおける
生産方法を満たしています。

特別栽培農産物とは、
節減対象農薬の使用成分回数と
化学肥料（窒素成分）の
使用量を地域で通常に
栽培する場合の５割以下に
低減して栽培される農産物です。

認証票
原則シール使用。
削減割合を変更可。

併用表示
以下の事項を記載。
・群馬県特別栽培農産物
・資材の節減割合
・栽培責任者の氏名、
住所、連絡先

・確認機関の名称、
所在地、連絡先

・精米確認表示
（とう精した場合）

併用表示枠外に農水省ガイド
ラインを満たす旨を記載。

節減対象農薬使用状況を表示。
（不使用の場合は不要）

群馬県特別栽培農産物

節減対象農薬：当地比○割減
化学肥料（窒素成分）：当地比○割減
栽培責任者 ○○○○○
住 所 群馬県○○町○○○
連絡先 TEL ○○－○○－○○

確認機関 ○○○○○
住 所 群馬県○○町○○○
連絡先 TEL ○○－○○－○○

精米確認 群馬県

表示のルール

・群馬県特別栽培農産物として販売する場合は、原則として以下のような表示が必要です。
・シール以外の方法による表示やPOP等に使用する場合は、別途申請が必要になります。

認証票近傍に特別栽培農産物の説明を
記載するよう努める。

株式会社ぐんたね 0279-22-3311 群馬県全域

前橋市農業協同組合 027-261-3832 前橋市

北群渋川農業協同組合 0279-20-5577 渋川市、北群馬郡

多野藤岡農業協同組合 0274-23-4455 藤岡市、多野郡、高崎市（旧新町、旧吉井町）

有限会社 新井肥料店 027-387-2034
多野郡、藤岡市、甘楽郡、富岡市、安中市、
伊勢崎市、玉村町、高崎市、前橋市

かぶら特別栽培農産物認定審査委員会 0274-64-2551 富岡市、甘楽郡

あがつま農業協同組合 0279-68-2148 東吾妻町、中之条町、高山村、長野原町

利根沼田農業協同組合 0278-50-6111 沼田市、利根郡

株式会社 生方商店 0279-53-3195 沼田市、利根郡、吾妻郡、渋川市

お問い合わせ先

これから取り組まれる方は
該当地域の確認機関に
ご連絡ください。

令和８年２月作成

群馬県 農政部 農政課
TEL 027-226-3152
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